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【出願番号】特願2008-517415(P2008-517415)
【国際特許分類】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年10月24日(2011.10.24)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属ストランド（１）を溶融浸漬被覆するための装置であって、前記金属ストランド（
１）が、溶融された被覆金属（２）を収容する槽（３）を通して、かつ前もって接続され
た案内通路（６）を通して垂直に貫通案内され、前記金属ストランド（１）の両側の前記
案内通路の領域内に、前記槽（３）内の前記被覆金属（２）を保持するために電磁場を発
生するための少なくとも２つの誘電子が配置され、そして案内手段を備えかつ保護ガス下
にある炉空間（９）が前記案内通路（６）に前もって接続される装置において、
　前記炉空間（９）と前記案内通路（６）との間に、ガス密で耐熱性の封止部（１３）が
配置されること、および、
前記封止部（１３）が、容器（１５、１７）に収容された液体（１６）を含むこと、
前記容器が、前記液体（１６）が充填されたリング状の溝を有する部材（１５）を含み、
前記リング状の溝を有する部材が、前記炉空間（９）の上方開口部（１１）の上に密接し
て着座し、かつ前記案内通路（６）の下方部分（１２）の周りに延在すること、および、
前記容器が、前記案内通路（６）と結合されかつ前記案内通路（６）の周りに延在する鉢
状の蓋体（１７）を含み、前記蓋体の下方に向けられた縁部（１８）が、前記液体（１６
）の中の周囲にかつ前記溝を有する部材（１５）の内側（１９）に対し、金属ストランド
（１）の搬送方向（ＦＲ）に関して軸方向及び半径方向の遊び（ＳＰ）を有しつつ浸漬す
ること、
を特徴とする装置。
【請求項２】
　前記溝を有する部材（１５）が液体金属（１６）で充填されかつ加熱されることを特徴
とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記溝を有する部材（１５）が、前記案内通路（６）の下方部分（１２）に対し、金属
ストランド（１）の搬送方向（ＦＲ）に関して半径方向の間隔（ＡＢ）を有して配置され
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ることを特徴とする、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記溝を有する部材（１５）が、前記溝を有する部材（１５）の両側に配置された加熱
導体（２０）によって電気的に加熱されることを特徴とする、請求項２又は３に記載の装
置。
【請求項５】
　前記液体（１６）が、前記被覆金属（２）と同一の金属から構成されることを特徴とす
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】金属ストランドを溶融浸漬被覆するための装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属ストランド、特に鋼ストリップを溶融浸漬被覆するための装置であって
、金属ストランドが、溶融された被覆金属を収容する槽（容器）を通して、かつ前もって
接続された案内通路を通して垂直に貫通案内され、金属ストランドの両側の案内通路の領
域内に、槽内の被覆金属を保持するために電磁場を発生するための少なくとも２つの誘電
子が配置され、そして案内手段を備えかつ保護ガス下にある炉空間が案内通路に前もって
接続される装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような装置は、例えば、特許文献１又は特許文献２から公知である。
【０００３】
　従来技術による装置の場合、炉空間と案内通路との間に、効果的な封隙が確保されるこ
とを配慮しなければならない。しかし、このことは、そこで支配する炉温及び強制的に使
用される耐熱性材料の場合、例えば、案内通路と炉空間との間の避けられない相対運動の
発生のため問題となることがある。
【０００４】
【特許文献１】独国特許第１９６２８５１２Ｃ１号明細書
【特許文献２】欧州特許第０６３０４２１Ｂ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、同一範疇の装置の場合に特に発生する事情を考慮する封隙を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によるこの課題の解決方法は、まず一般に、
　炉空間と案内通路との間に、ガス密で耐熱性の封止部が配置されること、および、
前記封止部が、容器に収容された液体を含むこと、
前記容器が、前記液体が充填されたリング状の溝を有する部材を含み、前記リング状の溝
を有する部材が、前記炉空間の上方開口部の上に密接して着座し、かつ前記案内通路の下
方部分の周りに延在すること、および、
前記容器が、前記案内通路と結合されかつ前記案内通路の周りに延在する鉢状の蓋体を含
み、前記蓋体の下方に向けられた縁部が、前記液体の中の周囲にかつ前記溝を有する部材
の内側に対し、金属ストランドの搬送方向ＦＲに関して軸方向及び半径方向の遊びＳＰを
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有しつつ浸漬することを特徴とする。
【０００７】
　このまとまった性質により、炉空間内への案内通路の移行領域の永続的に確実な封隙が
得られる。
【０００８】
　本発明の好ましい一形態では、封止部が、容器に収容された液体を含むことによって、
特に柔軟性が確保される。この場合、液体及び容器の両方が、そこで支配する温度に耐え
なければならないことが明らかである。
【０００９】
　液体の貯蔵は、容器が、液体が充填されたリング状の溝を有する部材を含み、このリン
グ状の溝を有する部材が、炉空間の上方開口部の上に密接して着座するか又は密接して結
合され、かつ案内通路の下方部分の周りに延在するように行われることが好ましい。
【００１０】
　ある程度の全側面の移動余地を形成しつつ、上方に対して封隙するために、容器が、案
内通路と結合されかつ案内通路の周りに延在する鉢状の蓋体を含み、この蓋体の下方に向
けられた縁部が、液体の中の周囲にかつ溝を有する部材の内側に対し軸方向及び半径方向
の遊びを有しつつ浸漬することを意図することができる。浸漬深さ及び溝を有する部材に
対する縁部の同心性も幾分変化することがあるので、軸方向及び半径方向の両方の移動余
地が確保される。
【００１１】
　耐熱性に対する高い要件要求を満たすために、特に、溝を有する部材が液体金属で充填
され、かつ液体状態を常時確保するために加熱されることも考えられる。
【００１２】
　溝を有する部材が、案内通路の下方部分に対しある程度半径方向の間隔をあけて配置さ
れる場合、封止部にも、水平の移動余地が付与され、これにより、上述の相対運動が水平
に補正されるのみならず、特に加熱装置を配置するためにもこの移動余地を利用できる。
【００１３】
　特に、次に、リング状の溝を有する部材が、溝を有する部材の両側に、すなわち半径方
向に配置されたコンパクトな配置の加熱導体によって電気的に加熱されることが可能にな
る。
【００１４】
　封隙するための液体が、例えば、錫、軽合金又は亜鉛などからなる溶融合金のような被
覆金属と同一の金属から構成される場合、材料選択に関しても、装置の構造全体を単純化
又は統一化することができる。
【００１５】
　提案した本発明の措置により、ガス密性の機能を失うことなく、案内通路と、炉空間を
含む案内ローラのような案内手段との間の各々の方向の相対運動を可能にする柔軟な結合
が達成される。特に、これによって、案内通路の周りに配置された誘電子も、装置の運転
時間の過程に発生する、漏れのある結合箇所から流出する高温のガスから保護される。
【００１６】
　図面に、本発明の実施例が示されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　唯一の図１は、溶融浸漬被覆用の装置によって貫通案内される中心切断面の金属ストラ
ンド１を有する当該装置の部分的に大まかな概略図を示しており、この場合、本発明にと
って重要な装置の領域のみが示されている。
【００１８】
　図１に部分的にのみ示した装置では、被覆すべき鋼ストリップの形態の金属ストランド
１は、溶融液体の被覆金属２からなる浴を通して搬送方向ＦＲに垂直に引き抜かれる。被
覆金属２は、特に亜鉛又はアルミニウムであることができ、そしてそれらである。適切な
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単に図示した槽（容器）３に、空気遮断の下に収容される。
【００１９】
　槽３の底部４に、金属ストランド１用の通過開口部５が配置される。底部４の通過開口
部５の下方に、狭い長方形の管の形態の案内通路６が隣接する。帯状の金属ストランド１
は、全側面の遊びで案内通路６を通して案内され、この場合、環状隙間ＲＳの形態の案内
通路６の空いたままの断面は、ある程度の垂直距離にわたって被覆金属２で充填され、こ
の結果、案内通路６の上方部分７の金属ストランド１は、被覆金属２によって囲まれる。
したがって、被覆金属２は、上方領域７で、環状隙間ＲＳをある程度の軸方向距離だけ下
方に充填する液体の環状封止部を形成する。
【００２０】
　この環状封止部の封止作用を確実にするために、すなわち、案内通路６の環状隙間ＲＳ
の永続的に確実な下方への封隙のために、誘電子８が案内通路６の縦方向壁９の両側に配
置される。誘電子８は、案内通路６の領域に強い磁場を発生し、この磁場は、被覆金属２
が案内通路６から下方に流出できずに、ほぼ固定して留まる程度に、そこのリング状の被
覆金属２の重力に対抗作用する。
【００２１】
　誘電子８の種類及びそれらの動作方法、ならびに別の装置の特徴は、上述の従来技術に
個別に説明されている。
【００２２】
　下方に向かって、案内通路６は、金属ストランド１を備えかつ保護ガス下にある炉空間
９用の図示していない案内ローラに開く。この結合部を封隙するために、案内通路６の下
端１０は、遊びを有して炉空間９の上方開口部１１に延在する。開口部１１の周囲にかつ
その上方に位置する案内通路６の下方部分１２の周りに、次のように組み立てられる柔軟
な封止部１３が配置される。
【００２３】
　主に溶融液体の金属１６が充填される、案内通路６に対し同軸に配置されかつ炉空間９
の覆い１４の上に密接して位置するか又は結合されたリング状で断面がＵ字状の溝を有す
る部材１５。案内通路６の部分１２を共軸に囲み、かつ下方に向けられた周囲縁部１８に
より金属１６の中に浸漬し、この場合、溝を有する部材１５の内側１９に対し半径方向及
び軸方向の遊びＳＰを含む、案内通路６と密接して結合された鉢状の蓋体１７。
【００２４】
　溝を有する部材１５は、案内通路６に対し軸方向間隔ＡＢに配置される。この環状隙間
で、封止金属１６を液体に維持するために、溝を有する部材１５の内側ならびに外側に電
気加熱導体２０を配置できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】溶融浸漬被覆用の装置の概略図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　金属ストランド
　２　被覆金属
　３　槽
　４　底部
　５　通過開口部
　６　案内通路
　７　上方部分
　８　誘電子
　９　炉空間
　１０　下端
　１１　上方開口部
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　１２　下方部分
　１３　封止部
　１４　覆い
　１５　溝を有する部材
　１６　金属
　１７　蓋体
　１８　縁部
　１９　内側
　２０　加熱導体
　ＡＢ　間隔
　ＦＲ　搬送方向
　ＲＳ　環状隙間
　ＳＰ　遊び
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